
資料5 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び  

評価基準について」新旧対照表（案）・  
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「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」新旧対照表（案）  
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平成21年度  平成20年度  

1平成20年11月28日厚生労働省発雇児第1128002号厚生労働事  

務次官通知「次世代育成支援対策交付金の国庫補助について」の別紙「次世   

代育成支援対策交付金交付要綱」（以下、「交付要綱」という。）の3の（1）  

特定事業については、次に掲げる要件を備える取組内容であるものについて  

評価をし、基準点数表の評価1に定める基準点数を交付金算定の基礎とする。  

（1）生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  （1）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）   

① 事業内容  

すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子叩情報  

の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行  

うほか、帥（児  

蔓福祉法第6条の2第4項に規定される事業）。  

ア （略）  

イ （略）   

（む 事業内容   

すべての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て重   

援に関する情幸蹄こ、親子の心身の状況や養育環境等   

の把握や助言を行い、支援が必要な家庭lこ対しては適切なサービス提供  

ド結びつけることを目的とする事業。   

ア 対象者  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭   

イ 訪問の時期  

対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則  

とする。  

ただし、生後4か月までの間に、健康診査等により親子の状況が確  

認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せ  

ざるを得ない場合は対象とする。この場合も、少なくとも経過後1か  

月以内に訪問することが望ましい。   

り 訪問者  

訪問者については、特に資格要件は問わない。  

保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班員、  

児童委員、母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪  

問者として登用して差し支えない。  

ただし、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について  

必要な研修（講習しを行うものとする。  

② 実施内容   

ア 育児に関する不安や悩みの堕＿堅、相談   

イ 子育て支援に関する情報提供  

り 要支援家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整  
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ウ 訪問者  

訪問者については、保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子   

保健推進員、愛育班員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者等か  

ら幅広く人材を発掘し、訪問者として登用して差し支えない。  

ただし、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等につい  

て必要な研修を行うものとする。  

② 実施内容   

ア 育児に関する不安や悩みの坦墜、相談   

イ （略）   

り 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の手巴握   

主 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連  

絡調整  

． ．ち  仁  ㌧√ L？軋 －■一丁 



⊥墓掛こ当た？ての留意事項   

家庭訪問卿  

ヱ遡舌用して、本事業の周知を図  

るとともに事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環  

堕ゴ｛旦を進める辻 

1■ 訪問計押個甘職員以タ、の毒の甥今には、訪問活動によって知り得  

た情報については、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期す  

こと。  

り 主ノ潤の葦は、身分証を提示すそなとして市町隼からの訪問者てある  

三とき＿蟄確に‾i‾与こと  

エ 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら置を進めるととも  1；ユ躯等lこよっては  
畳込間も考慮すること。  

オ 訪問の原は、地域子育て支援拠点事業の実施場所一覧表を持参する  

なと、子育て綬子か必要とすそ身近な地域ての様々な子育て支援l；  

関する情報互提イ共すること。  

力働こ基づき、市  

墜杜旦坦首瓢署こ鞄草すること。  

捌ン卜し、支援  

が必要な家庭か否かを判断すること。  
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塵 研修  

訪問者に対して、必ず研修を実施すること。   

研修はし査卿実施するものとし、実施に   

当たっては、家庭訪問の同行や援助場面を想定した実技指導等を組み込   

み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努めること。あわせて、個人  

堕 研修」選里⊥   

細工実施するもの   

とし、実施に当たっては、③の留意事項を踏まえるとともに、家庭訪問   

の同行や援助場面を想定した実技指導（口ルイング等）などを   

組み込み、訪問の内容及び貢が一定に保てるよう努めること。  

情報の適切な管理や守秘義務等についても研修を行うこと。   

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分   

については省略しても差し支えないものとする。  

金 ケース対応会議  

訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケース   

ごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市町村担当   

者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ、   

養育支援訪問事業等による支援やその他の支援に適切に結びつけるこ   

と。   

⑤ ケース対応会議   

訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケース   

ごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市町村担当  

者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ葺  

盟互選 

ととすること。  



塵 新生児訪問指導等との関係  

既に、母子保健法に基づく新生児訪問指導等や独自の訪問活動を実施  

している市町村畔を実施  

至る場合、本事業の②の内容を満たす場合は、本事業として取り扱って  

董⊥支ネないこL   

塁 実施計画  

本事業は、卿こと  

を目的としているが、卿でき  

る体制整嘩が困難な場合車軸と  

も認めら岬（対象家庭Iこ  
対する訪問実績）100％に向けた実施計画を作成する蔓ととし、その  

計画期間は平成21年産までとする。  

左塵⊥＿作成に当たっては、既に実施している新生児訪問指導や独自の  

訪問活動の役割分担や活用策について検討し、実効的な計画とすること。   

（2）育児支援家庭訪問事業   

① 事業内容  

市町村の中核機関において、関嘩機関等からの情報収集等によ吐把握  

した養育支援の必要性があると判断した家庭に対し、子育て経験者等lこ  

よる育児・家事の腰助又は保健師等による具体的な育児支援に関する技  

術的援助を訪問により実施する事業。  

⑤ 新生児訪問指導等との関係   

児童福祉法第21条岬封こ基づく新生   
児訪問指導等と併せて本草業を実施することができるが、その場合、②   

の実施内容を満たす必要があるので十分留意すること。  

塵 実施計画   

事業を行う年度の実施計画を作成すること。実施計画の作成に当たっ   

ては、既に実施している新生児訪問指導や独自の訪問活動の役割分担や   

活用策について検討し、実効的な計画とすること。  

なお、㈲童福祉   

法第21条の10の2第1項により、市町村に対し、その実施について努  

力義務が課されていることから、できる限り早期の実施に努めること。  

（2）華育支援訪問事業  

（D 事業内容  

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援すること  

が特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当  

であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産  
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前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養  

育が適切に行われるよう、閲、手旨導、  

助言その他必要な支援を行う事業（児童福祉法第6条の2第5項に規定  

される事業）。  

② 実施方法   

ア 支援の対象  

この事業の支援対象は、生後4か月までの全戸訪問事業の実施その  

他により市町村長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に  

掲げるような一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家  

庭を対象とする。  

② 実施方法   

ア 支援の対象  

この事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により  

市町村長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるよ  

うな一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家庭を対象と  

する。  

（ア）若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期   

からの継続的な支援を特に必要とする家庭。  

吐 出産後間もない時期（概ね1年程度）の養育者が、育児ストレ   

ス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに  

旺⊥ 出産後間もない時期（概ね1年程度）の養育者が、育児ストレ  

ス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対  

」  ーー甥ゝさ凄亘キ章妄■二 ∵ト r■‘ニ弓衰L確率オ〆 －蓼モヨヒし漸一；【ご  ∵’■・‾ゝ「コヨ亡Jさu草野‾ヲ竺h「‾〔▼  1し‾一－‾TJ－t一て■，‾‾∵TT－ 【   



対して強い不安や孤立感等を抱える家庭。  して不安や孤立感等を抱える家庭、又は虐待のおそれや、そのリ  

スクを抱える家庭。  

摘要とする家庭も対象とする。  

（イ） ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児  （ウ）働舌訝断割こついて、不適切な養育状態lこあ畳屋   

直筆、碑割こ支獲が必要と認め   

られる家庭。  

童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家  
庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な   

塞旦  

（ウ） 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の  （爛こより、児童が復帰   

した後の家庭。  状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有し  

ており、将来、精神・運動・発達面等において障害を  

招来するおそれのある児童のいる家庭  

イ 支援内容   

（ア）妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安   

イ 支援内容  

（ア） 家庭内での育児に関する具体的な援助  

定した妊振御支援  

イ・坦産後間もなし 

児不安の解消や養育技術の提供等のための相談■支援  

（ウ）不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスク   

a  産裾期の母子に対する育児支援や簡単な家事等  

膵助  

b 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導  －
一
」
一
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c 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する   

を抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等の   

ための相談・支援  

凋こより児童が復埋上   

た後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援  

相談t粗星  d牒・手旨導  
e  児童が児童養護施設等を退所後にアフターケア  

を必要とする家庭等に対する養育相談・支援  

発達相談・訓練指導  

家庭における指導が必要な場合には、理学療法士  

等を派遣して、家庭の状況等に即した発達指導を行  

1 」  

り 支援の対象者、支援内容の決定方法   ウ 支援内容の決定方法  

この事業の中核となる機関（中核機関）を定め、中核機関において   

関係機関からの情報提供や状況把握のための訪問の実施により養育支   

援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。  

中核機関は、これらの把握した情報から支援の内容を判断するため   

の一定の指標に基づき、本事業による訪問支援の対象者及び支援の内   

容を決定する。  

なお、この中核機関は、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児   

童対策地域協議会）の調整機関がその機能を担うことが望ましい。   

この事業の中核となる機関（中核機関）を定め、中核  

機関において関係機関からの情報提供や状況把握のた  

めの訪問の実施により養育支援の必要の可能性がある  

と思われる家庭に関する情報の収集を行う。   

中核機関は、これらの把握した情報から支援の内容を  

判断するための一定の指標に基づき、本事業による訪問  

支援の対象者及び支援の内容を決定する。   

なお、この中核機関は、要保護児童対策地域協議会（子  



どもを守る地域ネットワーク）の調整機関がその機能を   

担うことが望ましい。  

エ 訪問支援¢実施者  

訪問支援の実施者は、中核機関において立案された支   

援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施   

する。  

（ア）養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対  

エ 訪問支援者  

（ア）訪問支援者  

訪問支援の実施者は、中核機関において立案された支援内容、方   

法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。  

訪問支援者については、専門的相談支援は、保健師、助産師、看   

護師、保育士、爛・家事援助   
については、二珊  

なお、複数の訪問支援者が適切な役割分担の下に支援を実施する  

する育児、家事の援助については、子育てOB（経験者）、  

ヘルパ瀾痕‾㌻一ぁく，  

（イ）産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を背景  

に抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関す  など、効果的な支援を行うこと。  

る技術指導については、保健師、助産師、看護師、保  （イ）研修   

訪問支援者に対して、訪問支援の月的、駆引こつ   

いて、必ず研修を行うこと。  

研修は、瑚こより実施するものとし、実   

施に当たっては、家庭訪問の同行や援助場面を想定した実技指導等   

を組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努めること。あ  

育士、児童指導員等が実施する  

－
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わせて、個人情報の適切な管理や守秘義務等についても研修を行う  

ことL  

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する  

部分については省略しても差し支えないものとする。  

（3）ファミリー・サポート・センター事業   

① 基本事業  

Z 

＿  

ファミリー・サポート ■ センター（地域において子ど  

もの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい着  

からなる会員組織をいう。以下同じ。）を設立して行う  

以下に掲げる事業。（ただし、以下の（ア）～（ウ）全ての事  

業を実施し、会員数100人相当以上のファミリー・ サ  

ポート・センターを対象とする。・）  

（ア）（略）  

（イ）（略）  

（3）ファミリー・サポート ■ センター事業  

堕＿ 事業内容  

ア ブアミリー・サポートーセンター事業は、ファミリー  

サポート・センター（地域において子どもの預かり・等の  

援助を行いたい者と援助を受けたい着からなる会員組  

織をいう。以下同じ。）を設立して行う以下に掲げる事  

業。（ただし、以下の（ア）～（ウ）全ての事業を実施し、会  

員数100人相当以上のファミリー■サポート ーセンタ  

ーを対象とする。）  

（ア） 会員の募集、登録その他の会員組織業務  

（イ） 相互援助活動の調整等  

－ー？洩「壬ヤで－tチャて1r諷－ロ 「・ご‾－ぷゝ■二軸一√  ・－ノー1一戸ん－－一夫∵ 「∵｛・‘   ‥一i、ニラ衰ゝ手確率雪子▲ニミ  －〉‘ヱ一つ亡きと、主も巧雷平戸？ふ－～「   
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（ウ）（略）  

（エ）（略）   

（オ）子育て支援関連施設一事業（保育所、児童館、乳児院、地域子  

育て支援拠点事業、病児巨病後児保育事業、子育て短期支援事業  

量Lとの連絡調整  

イ 相互援助活動の内容  

（ア）（略）  

（イ）（略）  

（ウ）（略）  

（エ）（略）  

（オ）（略）  

（力）（略）   

旦 ファミリー・サポート・センターの設置について  

1ヱ⊥（略）  

（イ）（略）  

（ウ）会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講   

習会の開催  

（エ） 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための   

交流会の開催  

事業（乳児院、保育所、  （オ） 子育て支援関連施設  
後児保育  事業、子  病児・病  育て支援セ  ンタ一事業  

王 

イ 相互援牒＝舌動は、   

（ア） 保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預  
かり   

（イ） 保育施設までの送迎   

（ウ） 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり   

（工） 学校の放課後の子どもの預かり   

（オ） 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの  

預かり   

（力） 買い物等外出の際の子どもの預かり  

等の活動とする。  
墾 

ヱ 本部の設置について  

各市町村1か所設置できること。   

4 一  

政令指定都市については区ごとに1か所、本部のほ  

かに支部を設置することができること。  

ただし、合併した市町村において、合併前の旧市町  

村単位で支部を設置する場合については、事業の規模  

にかかわらず特例として支部を設置することができ  

るものとする。   

③一 アドバイザーの配置について  

ファミリー・サポート・センターには、アドバイザー  

（相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同  

じ。）を配置すること。  
また、ファミリー・サポート・センターの事業規模に  

応じて、会員の中からサブ・リーダー を配置することも  

－
一
」
∽
－
 
 

エ 実施方法  

（ア）（略）   



差し支えないこと。  

畔トーの運営lこ・ついて   
乙 会則の制定  

市町村は、あらかじめ相互援助事業の実施に必要な  
事項を規定したファミリー・サポート・センターの会  

則を制定すること。   

イ アドバイ‾ザーーー及び－サニブ・リーーダーーの業務   

（ア） アドバイザーの業務は、次の■とお●りであること。  

（イ）（略）  

削除   

サポート・センターの事業内容の周   a  ファ ミリー  

知、啓発  

b 会貞＝い募集、登録  

c 会員の統括  
d サブ・リーダーの選任  

e サブ∴リーーダーーの毒害成1旨導  

f  会員の相互援助の調整  g即実施   
h潮目功‘言   i㈱等と  

の連絡調整   

j  ファミリーー・－サボーート・・・セニンターーの…降車那㌢務＝等の  

業務運営  

（イ）ルあ一るここと。   

aル統括   
b グループ会員の募集  

－
一
一
－
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c アドバイザーとの連絡調整  d瀬各調整  
e アドバイザーの指示を受け、会員の相互援助の調  

堂 －  

f  各グループのサブ・リーダーとの連絡調整  

皇＿ 会員の登録  

会員の登録に関しては、1年ごとに更新・整理する  

ことが望ましいこと。  

茎 

＿  

会員間で行う相互援助活動は、子どもの預かり等の  

辺⊥（略）  

（エ）（略）   
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援助を行いたい者と援助を受けたい者との請負又は  

準委任契約に基づく ものであること。  

宣＿ 保険の加入  

会員が行う相互援助活動中の子どもの事故に備え、  

補償保険に加入するものとすること。  

史 

＿  

子どもを預かる場所は、原則と して援助を提供する  

会員の自宅とすること。  

ただし、子どもの預かり等の援助を行いたい者と援  

助を受けたい者との間で合意がある場合は、この限り  

でないこと。  

圭 

＿  

相互援助活動の実施に当たっては、子どもの預かり  

等の援助を行いたい者は1人又は複数の援助を受け  

たい者の子どもを預かることができること。  

なお、小学校就学の始期に達するまでの子どもを預  

かる場合には、原則と して5人以下とし、6人以上を  

預かる場合には児童福祉法（昭和2 2年法律第16 4  

号）第5■9条の2に定める届け出を行わなければなら  

ない。  

乞 援助活動に対する報酬  

援助活動に対する報酬は、原則としてその会員相互  

間で決定するものであるが、報酬の目安として制度の  

趣旨、地域の実情等を反映した適正と認められる額を  

会則等で定めることができるものとすること。  

（オ）（略）  

（力）（略）  

臼⊥複数預かりの実施  

相互援助活動の実施に当たっては、子どもの預か   

り等の援助を行いたい者は1人又は複数の援助を受   

けたい者の子どもを預かることができること。  

なお、小学校就学の始期に達するまでの子どもを   

複凰預かる場合には、原則として5人以下とし、6   

人以上を預かる場合には児童福祉法（昭和2 2年法   

律第16 4号）第59条の2に定める届け出を行わ   
なければならない。  

（ク）（略）  
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②御業  

ア 事業内容   

病児・卿  

かり、卿、り  

等」という。以下同じ。）をファミリーー サポート・  

センターにおいて行う事業。（ただし、  アの（ア）～  

（ウ）に加えて以下の事業を実施することとし、会員数  

は問わない。）   



（7㈱已・病後児の預力、り等の相互援   
助に必要な知識を付与する講習会の開催  

（イ）灘舌動が実施できるよう医療機   
関との連携体制の整凰  

り）早朝・夜間等の急な相互援助の依頼lこも対応で  
きる体制の整備  

イ凋   

ミ7・ 

（イ）潮力、り  

（ウ）早朝・夜間等の緊急時の子どもの預力、り   

…高児・病後児保育  

施設等 

り 実施方温   

①エ（ア）～（ク）に加えて、1岬よること。  

（ア）会員への講習の実艶  

病児・病蜘よう、別途  

示す項目、時間を概ね満たした講習を実施し、これ  

を修了した会員が活動を行うこと。 

また、フォローーアップ研修等の実施lこより、テ舌動  

の質の維持、向上に努めるこL  

（イ）医療機関との連携体制の整備  a瀬町会等Iこ  
対し、㈱との  

連携体制を十珊   

b倒し、保・健医療面での助言が随時  

受けられるよう、斬引師を  

あらかじめ選定するこL   

朝子どもを受け入れても  

与う協瑚トるここと。  

（ウ）依頼の受付体制につし、て  

病児・榊め、   

ファミリー‥叫臥長、   

携帯電話による受付、転送電話による受付などによ  

り、1日8時間を超えて依頼の受け仰相  

－
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の調整がで皇姐  互援助活動  

王宇・j甑寸阜こと・   

b（℃エ（キ）にか吐血⊥茎  
ること  1人までとす   

病児・痘後退剋＿皇j亘  c アドバイザニ量」皇   

二 

：＿‥壬、  
こと。  をとる   

才近隣市町村土民の利明について   

・ 

〒こ．‡二 
璽亨るよう努めろこと  

J・寧毒突他の体制整備について  

卓蕗2 
jのア了～うの黒輔みを≒憧評斬、濾とすそ   

（4）（略）   
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（4）子育て短期支援事業   

① 事業の種類及び内容  
保護者の疾病その他の理由により家庭において児童  

を養育することが一時的に困難となった場合及び経済  

的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必  

要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行う  
ことのできる施設（以下「実施施設」という。）において一定期  
間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉  
の向上を図ることを目的とする事業0  

ァ 短期入所生活援助（ショートステイ）事業  

（7）事業内容  

市町村は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若  
しくは精神上又は環境上の理由により家庭におい  

て児童を養育することが一時的に困難になった場  

母子を保護  緊急一時的に   済的な理由により  合や経  



す
育
対
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ことが必要な場合等に実施施設  

保護を行うものとする。  
において養  

象者  

この事業において対象となる者は、次に掲げる事  

由に該当する家庭の児童又は母子等とする。  

a 児童の保護者の疾病  

b 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など  

身体上又は精神上の事由  

C 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の  

事由  

d 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参  

加など社会的な事由  

e 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要  

とする場合  

（ウ）利用期間  

養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、市  
町村が必要があると認めた場合には、必要最小限  

の範囲内でその期間を延長することができる。   

イ 夜間養護等（トワイライトステイ）事業   

（7）事業内容  

市町村は、保護者が、仕事その他の理由により平  

日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童  

を養育することが困難となった場合その他の緊急  

の場合において、その児童を実施施設において保護  

し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。   

（イ）対象者  

この事業において対象となる者は、保護者の仕事  

等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる  

家庭の児童とする。  

② 実施場所  
この事業は、児童衰護施設、母子生活支援施設、乳児  

院、保育所等住民に身近であって、適切に保護すること  

ができる施設で実施するものとする。  

③ 実施方法  

－
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ア 児童等の近隣に実施施設がないこと等により必要な  

養育・保護を行うことが困難である場合には、実施施設  

は、あらかじめ登録している保育士、里親等（市町村が  

適当と認めた者。以下「里親等」という。）に委託する  

ことができるものとする。  

イ 実施施設において、保育士、里親等に委託する場合に  

は、委託された者の居宅において又は当該児童の居宅に  

派遣して養育・保護を行うものとする。  

ウ 実施施設は、児童の養育に経験を有する保育士、里親  

等を複数登録しておく こと。  

エ 夜間養護等（トワイライトステイ）事業の実施施設は、  

児童等の安全性の確保等のため、保育所や学校、居宅等  

への児童の送迎に努めること。  

（5）延長保育促進事業   

（D 事業の種類及び内容  

就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、児童福祉法  

第3 9条に規定する、市町村以外の者の設置する保育所（以  

下「民間保育所」という。）の開所時間を超えた保育を行  

う事業。  

ア 延長保育推進事業（基本分）  

イの事業を実施する民間保育所における保育士配  

置の充実を図ることにより、11時間の開所時間の始  

期及び終期前後の保育需要への対応の推進を図るも  

の。  

イ 延長保育事業（加算分）  

民間保育所の11時間の開所時間の前後の時間に  

おいて、さらに3 0分以上の延長保育を実施するも  

の。   

② 実施方法  

ア 延長時間の定義  

延長時間の定義は次のとおりとすること。  

なお、同一保育所又は送迎保育ステーションにおい  

て開所時間の前及び後ろで延長保育を実施する場合  

（5）延長保育促進事業   

（丑 （略）  －
一
】
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② （略）   




